
 

第２回新潟県後期高齢者医療懇談会 次第 

 
日時：平成 27年 10月 30日（金） 

午後 1時 15分～ 

場所：自治会館本館 4階 401会議室 

 

 
１ 開会 
 
 
２ あいさつ 
 
 
３ 委員紹介 
 
 
４ 座長の選出及び副座長の指名 
 
 
５ 懇談事項 
 

(1)新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 資料 1 

(2)平成 26年度新潟県後期高齢者の医療費について 資料 2 

(3)平成 28年度及び平成 29年度の保険料率の暫定的な試算結果に 

ついて 
資料 3 

 
 
６ その他 
 

(1)新潟県後期高齢者医療広域連合における社会保障・税番号制度 

の対応状況について 
資料 4 

(2)訪問歯科健康診査事業の実施について 資料 5 

 

 
７ 閉会 
 
 

次回の予定 
平成２８年１月下旬 開催予定 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
【配付資料】 
 

資 料 1  ： 新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 

資 料 2-1 ： 平成 26年度新潟県後期高齢者の医療費について 

資 料 2-2 ： 平成 26年度主要疾病上位件数、費用額について（新潟県後期高齢者医療広域連合 

の状況） 

資 料 3-1 ： 平成 28年度及び平成 29年度の保険料率の暫定的な試算結果について 

資 料 3-2 ： 保険料率の算定手法について 

資 料 3-3 ： 暫定的な試算結果の比較 

資 料 4  ： 新潟県後期高齢者医療広域連合における社会保障・税番号制度の対応状況について 

資 料 5  ： 訪問歯科健康診査事業の実施について 

別 紙 1  ： 新潟県後期高齢者医療懇談会設置運営要綱 



新潟県後期高齢者医療広域連合の現在の状況について 

 

１．被保険者数の概要 

（１）被保険者数の推移 

（単位：人、％） 

 

平成 27年 

4月 1日 

平成 26年 

4月 1日 
増加数 増加率 

 

平成27年 

10月 1日 

平成26年 

10月 1日 

被保険者数 357,341 354,835  2,506 0.7 359,501 355,513 

うち一定の障がいの方 

（65～74歳） 
5,256 5,256 0 0 5,003 5,192 

〈参考〉全国の被保険者数は平成 27年 4月 1日時点で約 1,577万人、前年同日時点で 1,544万人

だったことから約 33 万人の増加となっている。（後期高齢者医療毎月事業状況報告書（事

業月報）総括表（速報値）より） 

 

（２）被保険者数の内訳（窓口負担割合別） 

（単位：人、％） 

区 分 
平成 27年 

4月 1日 

平成 26年 

4月 1日 
増加数 増加率 

 

平成27年 

10月 1日 

平成26年 

10月 1日 

１割負担 343,291 340,740 2,551 0.7 346,860 342,032 

 同上構成率 96.1 96.0     96.5 96.2 

３割負担 14,050 14,095 ▲45 ▲0.3 12,641 13,481 

 同上構成率 3.9 4.0     3.5 3.8 

合 計 357,341 354,835 2,506 0.7 359,501 355,513 

※後期高齢者医療毎月事業状況報告書（事業月報）Ａ表より 
 

２．保険料の概要 

（１）平成 27年度の保険料率及び賦課限度額 

区   分 保険料率 備 考 

均 等 割 35,300円 【7月 1日確定賦課時点】 

○保険料賦課総額（軽減前） 21,743,782,010円 

○賦課決定被保険者数（死亡・転出者含む）361,497人 

 ○一人当たり平均保険料額 

（軽減前） 60,149円  （H26 年度 軽減前 61,294円） 

（軽減後） 40,330円  （H26 年度 軽減後 41,920円） 

所 得 割 7.15％ 

賦課限度額 57万円 

※保険料率は、平成 24－25年度の保険料率を据え置き 
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（２）保険料の軽減状況 

H27 年度（7 月 1 日確定賦課時点） H26 年度（7 月 1 日確定賦課時点） 

区 分 軽減割合 
軽減総額

(千円) 

対象者数

(人) 

割合

(％) 
区 分 軽減割合 

軽減総額

(千円) 

対象者数

(人) 

割合

(％) 

均等割 

 2割 193,473 27,404 7.6 

均等割 

 2割 178,011 25,214 7.0 

 5割 594,734 33,696 9.3  5割 520,075 29,466 8.2 

8.5割 1,913,989 63,789 17.7 8.5割 1,781,877 59,386 16.6 

 9割 1,785,220 56,192 15.5  9割 1,741,314 54,810 15.3 

被扶養者 2,096,057 65,976 18.2 被扶養者 2,162,488 68,067 19.0 

合 計 6,583,473 247,057 68.3 合 計 6,383,765 236,943 66.1 

所得割 5割 393,391 38,382 10.6 所得割 5割 367,169 36,348 10.1 

 

（３）保険料の収納状況（平成 26年度確定収納率） 

（単位：円、％） 

区 分 
調定額 

Ａ 

実収入済額 

Ｂ 

還付未済額 

Ｃ 

不納 

欠損額Ｄ 

収入 

未済額Ｅ 

収納率 

Ｆ(B/A) 

現 年 度 分 15,251,251,300 15,190,723,460 14,133,300 18,600 60,509,240 99.60 

滞納繰越分 117,034,394 36,642,922 60,800 18,470,340 61,921,132 31.31 

※平成 25年度の確定収納率は、99.62％ 

※市町村における収納状況 

 

（４）短期被保険者証（短期証）の交付状況 

 

平成 27年 8月 1日時点 平成 26年 8月 1日時点 

交付枚数 

Ａ 

被保険者数 

Ｂ 

交付割合 

Ａ/Ｂ×100 

交付枚数 

Ｃ 

被保険者数 

Ｄ 

交付割合 

Ｃ/Ｄ×100 

新潟県 107枚 358,506人 0.03％ 114 枚 354,890人 0.03％ 

全 国 40,350枚 15,861,899人 0.25％ 40,864 枚 15,485,573人 0.26％ 

 

（５）滞納者数の状況 

平成 26年度 平成 25年度 

現年度分 滞納繰越分 合計 現年度分 滞納繰越分 合計 

2,269 人 1,375人 3,644 人 2,018 人 1,410 人 3,428人 

 

2 



３．医療費等の給付について 

（１）保険給付費の内訳 

（単位：千円、％） 

区 分 平成 26年度 平成 25年度 増減額 増減率 

療 養 給 付 費 227,801,731 226,714,856 1,086,875 0.5 

その他療養諸費 7,065,469 7,001,249 64,220 0.9 

高額療養諸費 8,068,822 7,912,305 156,517 2.0 

審査支払手数料 652,472 782,294 ▲129,822 ▲16.6 

葬 祭 費 1,085,250 1,082,150 3,100 0.3 

合 計 244,673,744 243,492,854 1,180,890 0.5 

 

 

（２）一人当たり医療費（国保中央会の平成 26年度年間分医療費速報より） 

（単位：円、％） 

区 分 平成 26年度 平成 25年度 増減率 

新潟県広域連合 
741,663 

(全国 47 位) 
740,640 

(全国 47 位) 
0.1 

全 国 平 均 923,576 919,610 0.4 

※新潟県広域連合は、平成 20年度から平成 26年度では、平成 22年度を除く全ての年度におい

て、一人当たり医療費が全国で最も低かった。 

 

 

４．保健事業について 

（１）健康診査事業の実施状況 

（単位：人、％） 

平成 26年度 平成 25年度 受診者 

増減数 

受診率 

の比較 被保険者数 受診者数 受診率 被保険者数 受診者数 受診率 

354,835 78,854 20.9 353,158 72,970 20.7 5,884 0.2 
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（２）後発医薬品差額通知の実施状況 

①通知回数及び件数 

発送回数 年１回（平成２６年１１月） 

発送件数 １１２，６３９人 

 

②後発医薬品の使用割合 

区 分 平成 26年 7月 平成 26年 11月 平成 27年 7月 

後発医薬品使用割合 50.6％ 51.4％ 54.3％ 

※後発医薬品数量使用割合＝後発医薬品の数量/（後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量） 
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平成 26 年度新潟県後期高齢者の医療費について 

 

新潟県における平成 26年度の 1人当たり医療費は全国で最も低く 741,663円となっ

た。 

この１人当たり医療費を項目ごとにみると、入院（食事・生活療養費含む）は、対全

国平均比 75.05％、全国で 47 番目と最も低い値を示している。入院が低い要因は受診

率の低さにあり、全国平均 83.12件に対して新潟県は 65.66件、対全国平均比 78.99％

となっている。 

入院外は対全国平均比 78.83％、全国で 45 番目となっており、入院と同様に低い値

を示している。入院外が低い要因は 1 件当たり日数が少ないことにあり、全国平均の

1.92日に対して新潟県は 1.64日、対全国平均比 85.42％となっている。 

歯科は対全国平均比 88.47%で全国 19番目、調剤は対全国平均比 97.20%で全国 25番

目といずれも全国平均並みである。 

 

【平成 26年 4月～平成 27年 3月診療分の医療費】 

（国保中央会 平成 26年度年間分医療費速報：平成 27年 7月発表） 

 全国平均 新潟県 対全国平均比 

1人当たり医療費 

※入院は食事生活療養費を含む 

合 計 923,576円 741,663円 80.30% 

入 院 459,681円 344,995円 75.05% 

入院外 270,441円 213,198円 78.83% 

歯 科 32,110円 28,409円 88.47% 

調 剤 157,891円 153,475円 97.20% 

受診率 

（100人当たり件数） 

入 院 83.12件 65.66件 78.99% 

入院外 1,599.34件 1,494.37件 93.44% 

歯 科 216.58件 188.16件 86.88% 

調 剤 1,045.76件 1,048.52件 100.26% 

1件当たり日数 

入 院 17.95日 17.88日 99.61% 

入院外 1.92日 1.64日 85.42% 

歯 科 2.11日 2.07日 98.10% 

1件当たり枚数 調 剤 1.36枚 1.27枚 93.38% 

1日当たり医療費 

※入院は食事生活療養費を含む 

入 院 30,814円 29,385円 95.36% 

入院外 8,791円 8,679円 98.73% 

歯 科 7,038円 7,283円 103.48% 

1枚当たり医療費 調 剤 11,120円 11,519円 103.59% 

※ 調剤の 1件当たり枚数とはレセプト 1件当たりの処方箋枚数。 

※ 調剤の 1枚当たり医療費とは処方箋 1枚当たりの医療費。 
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平成26年度主要疾病上位件数、費用額について（新潟県後期高齢者医療広域連合の状況）

（１）　入　院

順位 前年順位 疾病分類項目
件数
(件)

割合
(%)

順位 前年順位 疾病分類項目
費用額

(円)
割合
(%)

1 (1) 脳梗塞 18,478 7.94 1 (1) 脳梗塞 9,656,448,640 8.41

2 (3) 骨折 15,013 6.45 2 (2) 骨折 8,805,812,320 7.67

3 (2) その他の心疾患 13,941 5.99 3 (3) その他の心疾患 7,606,497,750 6.62

4 (5) その他の悪性新生物 10,717 4.61 4 (4) その他の悪性新生物 5,724,145,860 4.98

5 (4) アルツハイマー病 10,701 4.60 5 (5) その他の呼吸器系の疾患 4,995,589,480 4.35

6 (6) 肺炎 10,304 4.43 6 (6) 肺炎 4,606,255,960 4.01

7 (7) その他の呼吸器系の疾患 10,055 4.32 7 (7) アルツハイマー病 3,912,890,840 3.41

8 (8) その他の消化器系の疾患 8,377 3.60 8 (8) その他の消化器系の疾患 3,461,725,520 3.01

9 (11) 統合失調症，統合失調型障害及び妄想性障害 7,403 3.18 9 (9) 糖尿病 2,917,516,130 2.54

10 (9) 糖尿病 6,963 2.99 10 (11) その他の神経系の疾患 2,789,639,760 2.43

11 (10) 高血圧性疾患 6,615 2.84 11 (12) パーキンソン病 2,675,710,190 2.33

12 (13) その他の神経系の疾患 5,354 2.30 12 (14) 統合失調症，統合失調型障害及び妄想性障害 2,669,155,350 2.32

13 (12) 血管性及び詳細不明の認知症 5,108 2.19 13 (15) 胃の悪性新生物 2,650,258,850 2.31

14 (15) 胃の悪性新生物 4,950 2.13 14 (10) 高血圧性疾患 2,552,693,440 2.22

15 (14) 脳内出血 4,906 2.11 15 (13) 脳内出血 2,549,293,950 2.22

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 費              　　用     　       　　額
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（２）　入　院　外

順位 前年順位 疾病分類項目
件数
(件)

割合
(%)

順位 前年順位 疾病分類項目
費用額

(円)
割合
(%)

1 (1) 高血圧性疾患 1,230,796 20.64 1 (1) 高血圧性疾患 14,154,340,400 16.59

2 (2) 歯科疾病(う蝕含む) 663,875 11.13 2 (2) 歯科疾病(う蝕含む) 9,810,254,550 11.50

3 (4) 糖尿病 252,679 4.24 3 (3) 腎不全 5,880,397,410 6.89

4 (3) 脳梗塞 251,697 4.22 4 (4) 糖尿病 5,174,528,300 6.06

5 (5) その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 241,478 4.05 5 (5) 脳梗塞 3,050,216,080 3.57

6 (6) 脊髄障害（脊髄症を含む） 235,028 3.94 6 (6) その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 2,812,079,530 3.30

7 (8) その他の眼及び付属器の疾患 218,257 3.66 7 (7) 脊髄障害（脊髄症を含む） 2,606,204,270 3.05

8 (7) 関節症 218,034 3.66 8 (8) 関節症 2,472,698,440 2.90

9 (9) 屈折及び調節の障害 155,181 2.60 9 (9) その他の悪性新生物 2,463,590,790 2.89

10 (10) その他の心疾患 148,185 2.48 10 (11) その他の眼及び付属器の疾患 2,367,802,290 2.78

11 (11) 白内障 126,218 2.12 11 (10) その他の心疾患 2,328,955,030 2.73

12 (13) その他の消化器系の疾患 109,474 1.84 12 (12) 屈折及び調節の障害 1,687,350,070 1.98

13 (14) アルツハイマー病 105,267 1.77 13 (14) アルツハイマー病 1,328,846,290 1.56

14 (12) 骨の密度及び構造の障害 105,112 1.76 14 (13) 虚血性心疾患 1,313,618,570 1.54

15 (17) その他の神経系の疾患 89,058 1.49 15 (15) 白内障 1,282,210,980 1.50

件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数 費              　　用     　       　　額
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平成２８年度及び平成２９年度の保険料率の暫定的な試算結果について

この資料は、実績等に基づく広域連合の予測数値と平成27年8月24日付け
厚生労働省事務連絡における提示数値から作成した資料です。

新潟県後期高齢者医療広域連合
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（１）後期高齢者医療に要する費用と財源

◆費用

◆収入

（２）高齢者負担率

※平成２７年８月２４日付け厚生労働省事務連絡において、高齢者負担率は１１.０３％となる見込みとされています。

１　　保険料のしくみ

　高齢者の医療費の財源について、約５割を公費、約４割を若い世代の保険料、残りの約１割を被保険者である高齢者の保険
料とすることにより、それぞれの負担割合を明確なものとしています。
　保険料は、若い世代が減少することを踏まえ、若い世代と高齢者の負担の均衡を図るため、２年ごとに見直しを行います。

約1％

そ
の
他

医療給付費（窓口での一部負担金は含まない）　約９９％

公費負担　５０％ 後期高齢者交付金　３８.９７％ １１.０３％

平成20・21年度 平成22・23年度 平成24・25年度 平成２６・２７年度 平成２８・２９年度

１０.００％

全国の広域連合間における所得の不均衡に
よる賦課水準を是正するために国から配分
されます。

均等割を軽減した保険料につい
て県3/4、市町村1/4の割合で
公的に補填されます。

　医療費に対して高齢者が保険料として負担する割合のことを、高齢者負担率といいます。若年者（勤労世代）と高齢者
の人口比率によって決定されます。その時々の世代間で不公平を解消するために、２年ごとに見直すことになっており、
国から提示されます。

国
定率負担

３/６
(25%)

調整
交付金
１/６

(8.3%)

県
定率負担

１/６
(8.3%)

市町村
定率負担

１/６
(8.3%)

若年者の支援金
(０～７４歳まで)

(高齢者負担率)

保険料

１０.２６％ １０.５１％ １０.７３％ １１.０３％　※

・審査支払手数料 

・葬祭費 

・財政安定化基金拠出金 

・健康診査事業 

・審査支払手数料 

・葬祭費 

・財政安定化基金拠出金 

・健康診査事業 
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（１）保険料の構成

（２）新潟県における平成２６・２７年度の算定式

※

　保険料（均等割額と所得割額）は、高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条第３項により、おおむね２年を通じて財政
の均衡を保てるように定める必要があるため、２年ごとに見直し（保険料率の改定）を行います。
　新潟県では、制度開始当初から平成２７年度まで保険料率は据え置かれています。
　　＊均等割額３５,３００円　所得割率７.１５％

　保険料は、受益に応じて等しく全ての被保険者に賦課される応益分（均等割）と、被保険者の保険料負担能力（所得
額）に応じて賦課される応能分（所得割）から構成され、被保険者個人単位で計算されます。ただし、保険料の個人の賦
課限度額については、５７万円に設定されています。
　なお、保険料算定の基礎となる賦課総額は、後期高齢者医療に要する費用から収入を控除して得た保険料収納必要額を
予定保険料収納率で除して算出します。

応益分（均等割) 【算定式】均等割額＝賦課総額×応益比率÷被保険者数

応能分（所得割) 【算定式】所得割率＝賦課総額×応能比率÷合計旧ただし書き所得（限度超過分除く）

２　　保険料の算定に関する考え方

総所得金額等とは、年金や給与などそれぞれの収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)を控除して求め
られた所得(年金所得、給与所得や事業所得など)の合計です。遺族年金や障害年金などの非課税所得は、計算の対象所
得には含まれません。

年間保険料額
＝

均等割額
＋

所得割額

(限度額５７万円) １人当たり ３５,３００円 (前年中の総所得金額等－基礎控除額《３３万円》)×所得割率《７.１５％》
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（３）保険料の軽減制度

① 所得が低い方（世帯）への軽減

② 被用者保険の被扶養者であった方への軽減

注：

特例措置の内容

・均等割７割軽減→９割、８.５割に拡充

・所得割額の５割軽減

・制度加入前まで他の被用者保険の被扶養者であった方への均等割９割軽減、所得割額０円

　同一世帯内の被保険者及び世帯主（被保険者でない場合も含む）につき算定した所得の合算金額が、一定の基準以下の被保
険者または世帯については保険料が軽減されます。

◆均等割額の軽減

軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計金額

９割軽減 ３３万円以下かつ、被保険者全員が年金収入８０万円以下（他に所得がない）の世帯

◆所得割額の軽減

軽減割合 被保険者本人の所得金額

５割軽減 
賦課のもととなる所得金額（総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた額）が５８万円以下（年
金収入のみの場合は、年金収入年額２１１万円以下)

　制度加入前日において保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者の方は、保険料の均等割額は軽減され、所得割額はかか
りません。

８.５割軽減 ３３万円以下の世帯

５割軽減 ３３万円＋（被保険者の数×２６万円）以下の世帯

２割軽減 ３３万円＋（被保険者の数×４７万円）以下の世帯

均等割額　軽減割合 所得割額

９割軽減 かかりません

低所得者の負担軽減策として実施している特例措置について、国では平成29年度から原則的に本則に戻すとともに、きめ細やかな激変緩和
措置を講ずるよう今後検討するとしている。
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■
平

平成２５年度

353,555

　平成２７年８月末の被保険者数実績に７５歳到達予定者及び障がい認定による新規加入者（６５歳以上）を加え、死亡者数及び
７５歳となる既資格取得者を減じて予測しました。

＜増加要因＞
　・住民基本台帳データから７５歳到達予定者を抽出
　・平成２４年度～平成２６年度の障がい認定による新規加入者(６５歳以上）平均認定率０．２６７％から新規加入者数を予測
＜減少要因＞
　　・平成２４年度～平成２６年度の平均死亡率６．１６％から死亡者数を予測
　　・住民基本台帳データから７５歳となる既資格取得者を抽出

平成２２年度

336,848

6,763

2.0

平成２３年度

344,159

7,311

2.1

平成２４年度

349,364

5,205

1.5

370,817被保険者数（人）

３　　被保険者数の試算

■平成２８・２９年度の保険料率改定時の算出方法

1.0

平成２８年度

4,191

1.2

平成２６年度

355,400

1,845

0.5

平成２７年度

359,069

3,669

364,193

5,124

1.4

平成２９年度

前年度との比較（人）

　平成２６年度及び２７年度の平均被保険者数は、平成２５年度末の被保険者数に年齢到達予定者を加え、死亡者数を減じて
予測した。
＜増加要因＞
　・住民基本台帳データから年齢到達予定者を抽出
＜減少要因＞
　・平成２１年度から平成２５年度の平均死亡率６．０７％から死亡者数を予測

6,624

1.8対前年度比（％）

359,069 364,193 
370,817 

323,888 
330,085 

336,848 344,159 
349,364 353,555 

355,400 

310,000人 
320,000人 
330,000人 
340,000人 
350,000人 
360,000人 
370,000人 
380,000人 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

被保険者数の推移 

予測 

実績 
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　平成２６年度及び２７年度の被保険者一人当たり医療給付費は、平成２２年度から平成２５年度の対前年度一人当たり医療
給付費伸び率の平均値を算出し、予測した。

過去５年（平成２２年度～平成２６年度）の医療給付費の平均伸び率をもとに、平成２７年度の１人当たり医療給付費の伸び
率を推計し、それを平成２８・２９年度の伸び率として予測しました。

■平成２６・２７年度の保険料率改定時の算出方法【参考】

2.2

7,098

1.1

△ 3,938

△0.6

平成２９年度

713,097

9,985

１人当たり医療給付費（円）

平成２２年度

671,949

平成２５年度

683,425

平成２８年度

703,112

平成２３年度

679,047

平成２４年度

675,109

平成２６年度

683,554

平成２７年度

693,268

４　　被保険者１人当たり医療給付費の試算

1.4

8,316

1.2

129

0.0

9,714

1.4

9,844

1.4

■平成２８・２９年度の保険料率改定時の算出方法

前年度との比較（円）

対前年度比（％）

14,440

693,268 
703,112 713,097 

645,428 
657,509 

671,949 679,047 675,109 
683,425 

683,554 

630,000円 
640,000円 
650,000円 
660,000円 
670,000円 
680,000円 
690,000円 
700,000円 
710,000円 
720,000円 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

被保険者１人当たり医療給付費の推移 

予測 

実績 
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　◆算定試算結果（平成２８年度及び平成２９年度の２年合計）　※項目等に変更があった場合、以下の結果も変更になります。

【新料率（案）】

円

約 億円 円）

約 億円 円）

約 億円

％

％）

・国庫負担金 億円 ％）

・調整交付金 億円

・県負担金 億円

・市町村負担金 億円 円

・後期高齢者交付金 億円 円）

・第三者納付金 億円 円）

○ 保険料収納必要額 約

○ 予定保険料収納率

○ 保険料賦課総額 約

35,300

40,500約 2 億円

均等割額

（差：

５　　保険料率試算の結果

67

○ 現行保険料での収納見込額

○ 必要額

○ 不足額

８.４３

７.１５（現行：

約 5,249 億円

5,200

（現行：

（差：

515

448

　新潟県では、制度開始当初から保険料率を据え置いてきました。しかしながら、平成２８年度及び平成２９年度の保険料率
を定めるにあたっては、被保険者数の伸びや医療給付費の伸び、高齢者負担率の上昇等が見込まれることから、一定程度の保
険料の上昇が必要であると考えております。
　広域連合といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者数や医療給付費等に要する費用の見込み
数値等をもとに、２年を通じて財政の均衡を保てるよう、また、可能な限り被保険者の保険料負担の増加を抑制するための措
置を講ずるよう努め、保険料率を定めることとしております。

【費用】

・医療給付費 約 5,205 億円

・財政安定化基金拠出金

約 4,734 億円

・健康診査事業 約 6 億円

・審査支払手数料 約 14 億円

・葬祭費 約 22 億円

【費用 合計】

【収入】

約

1,268

488

約

約

515

517

99.61

億円

％

１.２８

所得割率

軽減後
１人当たり
保険料額

47,633

40,330

7,303

（現行：

約 432

417

約 2,123

約 6 （差：

億円

【収入 合計】
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（１）高齢者負担率について

（２）診療報酬（医療行為に対する報酬単価）の改定について

（３）保険料率の増加抑制について

　

※平成２７年８月２４日付け厚生労働省事務連絡により、次の留意事項が示されました
　・財政運営期間（平成２６・２７年度）に生じた剰余金は次期財政運営期間（平成２８・２９年度）に全額を収入と
　　して計上すること。
　・保険料増加抑制のために県財政安定化基金から交付を見込む際は、県（国）との協議を行うこと。

６　　今後に変更となる可能性のある事項

　現段階の国の提示は１１.０３％ですが、最終的な数値は、国の平成２８年度当初予算案の閣議決定後に示されることと
なっており、変更される場合もあります。

　診療報酬は２年に一度見直されますが、その改定率は現段階で未定であることから、その影響を加味しておりません。今
年の年末頃までに来年以降の報酬単価が決定されます。なお、報酬単価が上下することで、医療給付費も連動して変更され
ることとなります。

　剰余金については、平成２７年度末残高を約３０億円と見込んでおり、保険料の増加抑制に使用することは可能となって
います。
　なお、県財政安定化基金の平成２７年度末残高は約２３億円と見込まれますが、保険料の増加抑制のための交付について
は今後の県（国）との協議により決まることとなります。

　【参考】
　　平成２６年度及び平成２７年度の料率算定においては、平成２４年度及び平成２５年度の保険料率に据え置くため、剰余金
　約４０億円、県財政安定化基金約６億円をその財源として活用することとしました。
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（１）保険料率

○　厚生労働省公表の「後期高齢者医療制度の保険料率等」に基づき算出

○　※１（平成２４・２５年度の所得割率４５位）は、４４位（７.２９％）が２広域連合（千葉県・長野県）あるため空欄

７　　保険料率改定に関する資料（全国広域連合との比較）

平成２２・２３年度 平成２４・２５年度 平成２６・２７年度

均等割額

全国平均 ４１,７００円 ４３,６００円 ４４,９８０円 

新潟県 ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） ３５,３００円（４７位） 

上位

下位

４５位 （長野県）３６,２２５円 （千葉県）３７,４００円 （静岡県）３８,５００円 

４６位

１位 （福岡県）５２,２１３円 （福岡県）５５,０４５円 （福岡県）５６,５８４円 

２位 （大阪府）４９,０３６円 （大阪府）５１,８２８円 （大阪府）５２,６０７円 

（岩手県）３５,８００円 （岩手県）３５,８００円 （岩手県）３８,０００円 

４７位 新潟県 新潟県 新潟県

３位 （高知県）４８,９３１円 （高知県）５１,７９３円 （佐賀県）５１,８００円 

所得割率

全国平均 ７.８８％ ８.５５％ ８.８８%

新潟県 ７.１５％（４２位） ７.１５％（４６位） ７.１５％（４７位） 

上位

下位

４５位 （長野県）６.８９％ ※１ （青森県）７.４１％ 

４６位

１位 （北海道）１０.２８％ （福岡県）１０.８８％ （福岡県）１１.４７％ 

２位 （福岡県）９.８７％ （北海道）１０.６１％ （北海道）１０.５２％ 

（三重県）６.８３％ 新潟県 （岩手県）７.３６％ 

４７位 （岩手県）６.６２％ （岩手県）６.６２％ 新潟県

３位 （大阪府）９.３４％ （高知県）１０.３５％ （大阪府）１０.４１％ 

１人当たり
平均保険料額
（軽減後・年額）

全国平均 ６２,９８８円 ６６,８２８円 ６８,０１６円 

新潟県 ４３,１４０円（４２位） ４３,５１２円（４３位） ４２,９７２円（４３位） 

上位

下位

４５位 （青森県）３９,８６４円 （青森県）３９,９７２円 （岩手県）４０,１１６円 

４６位

１位 （東京都）８６,５６８円 （東京都）９２,９５２円 （東京都）９７,１０４円 

２位 （神奈川県）８４,９７２円 （神奈川県）８９,１６０円 （神奈川県）９０,１６８円 

（岩手県）３７,７６４円 （秋田県）３９,８２８円 （青森県）３９,５８８円 

４７位 （秋田県）３７,２１２円 （岩手県）３７,７０４円 （秋田県）３８,４６０円 

３位 （大阪府）７９,６６８円 （大阪府）８３,９８８円 （大阪府）８３,９７６円 
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（２）医療給付費

○　厚生労働省公表の「後期高齢者医療事業年報」に基づき算出して作成

○　１人当たり医療給付費は、当該年度の医療費から一部負担金等を除いた医療の給付に要する費用を、当該年度の平均被保険者数で除したもの

（３）収納率

（島根県） 

（滋賀県） （滋賀県）

   新潟県    新潟県

○　厚生労働省公表の「都道府県後期高齢者医療広域連合別の保険料収納率」に基づき作成

○　平成２６年度については公表前のため、当広域連合実績のみ記載

８５４,９４３円 

新潟県 ６７１,１９７円（４６位） ６７８,１９７円（４７位） ６７４,２３３円（４７位） ６８２,６７０円（４７位）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

１人当たり
医療給付費

全国平均 ８２９,０３５円 ８４２,８７０円 ８４５,６５５円 

（高知県）１,０３８,３０９円 

３位 （北海道）９９１,５０３円 （北海道）１,００７,７０１円 （北海道）１,００４,００２円 （北海道）１,０１４,２３５円 

上位

１位 （福岡県）１,０５５,６９７円 （福岡県）１,０７７,２１７円 （福岡県）１,０８１,７６６円 （福岡県）１,０９２,７５８円 

２位 （高知県）１,００１,５２８円 （高知県）１,０１５,２１５円 （高知県）１,０２５,２６０円 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（岩手県）６９８,７９３円 

４７位 （岩手県）６６７,４９９円 新潟県 新潟県 新潟県

下位

４５位 （静岡県）７００,５２０円 （静岡県）７１２,２９０円 （静岡県）７１５,４６８円 （静岡県）７２３,６６６円 

４６位 新潟県 （岩手県）６７８,７７５円 （岩手県）６８６,８４０円 

新潟県 ９９.４９％（４位） ９９.５９％（３位） ９９.５７％（２位） ９９.６２％（１位） ９９.６０％

全体
（現年度分）

全国平均 ９９.１０％ ９９.２０％ ９９.１９％ ９９.２５％ 

上位

１位 （島根県）９９.６７％ （島根県）９９.６６％ （島根県）９９.６２％ 

下位

４５位 （東京都）９８.６６％ （大阪府）９８.９３％ （宮城県）９８.９２％ （大阪府）９９.０１％ 

（沖縄県）９８.６６％ 

99.62%
(同率)99.57%

(同率)

２位 （滋賀県）９９.５９％ （滋賀県）９９.６０％ 

３位 （佐賀県）９９.５０％ 新潟県

４６位 （宮城県）９８.２０％ （東京都）９８.７７％ （東京都）９８.７３％ （東京都）９８.７７％ 

４７位 （沖縄県）９８.０１％ （沖縄県）９８.２１％ （沖縄県）９８.３８％ 
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○平成２７年１０月３０日　第２回医療懇談会

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率の暫定的な試算結果の説明

○平成２７年１２月　　　　国が後期高齢者負担率等の確定数値を提示

○平成２８年　１月　　　　新保険料率の暫定的な試算結果の修正、新保険料率（案）作成

○平成２８年　２月　　　　第３回医療懇談会

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率（案）の説明

○平成２８年　２月　　　　議会２月定例会へ新保険料率の条例改正（案）を上程

　　　　　　　　　　　　　・新保険料率の条例改正（案）議決

○平成２８年　３月　　　　国へ新保険料率を報告

８　　　今後のスケジュール



① 人口推計

② 死亡率の設定

③ 障がい認定による新規加入者(65歳以上）の推計

① １人当たり医療給付費の推計

② 診療報酬の改定

③ 消費税増税の影響

3 ① 所得の伸び率見込み

4 ① 収納率見込み

5

① 余剰金の取り崩し

② 基金の取り崩し

7

保険料率の算定手法について

被保険者数の推移1

6

　　　　　　　　　　　　　　保険料率の試算

　　　　　　　　　　　　　　保険料率の決定

余剰金
基金の取り崩しの検討

医療給付費の推計
（1人当たり医療給付費推計）

2

保険料収納率

所得の推計

資料３－２ 



暫定的な試算結果の比較

人 人 人

億
円

億
円

億
円

億
円

億
円

億
円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

％ ％ ％

ポイ
ント

ポイ
ント

千
円

千
円

千
円

※現在（平成26・27年度）の賦課総額、１人当たり保険料（軽減前・後）は平成26・27年度確定賦課の平均

＊不足額　約６７億円

【ケース①】
広域連合実績値等による試算

（医療懇談会提示の試算） （ケース①+剰余金30億）

【ケース②】
広域連合実績値等による試算

【現行】
現在の料率による試算

0.0

0.71（58：42）

69,785

0.0

258.7

剰余金（２年平均）

賦課総額（２年平均）

370,669

所得係数（均等割：所得割）

賦課限度額（57万円）到達
旧ただし書所得額

所得割

0.71（58：42）

60,638

7,808

7.15

35,300

１人当たり保険料（軽減前）

44,938

7.88

7,0796,611

41,329

現在との比較

被保険者数（２年平均）

均等割

保険料率
現在との比較

370,669

258.7

40,500

8.43

47,633１人当たり保険料（軽減後）

370,669

243.6

15.0

0.71（58：42）

65,843

38,200

資料　３－３

5,200 2,900

1.28 0.73



 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合における 

社会保障・税番号制度の対応状況について 

 
 
番号制度における個人番号通知作業が１０月５日より全国の自治体で一斉に始ま

りました。 

当広域連合においても、個人番号の利用が開始される来年１月に向けて関連業務を

進めており、現時点での対応状況は下記のとおりです。 

 

○対応状況 

H27. 5 
  ～12 

情報セキュリティ対策の見直し 
 ・情報取扱のルールの見直し 
 ・マイナンバー取扱い機器の安全強化 

一部完了、 
継続実施中 

H27. 5 
  ～7 

特定個人情報保護評価書の策定および公表 完了 

H27. 8 
関係例規の整備 
 ・個人情報保護条例および同施行規則 
 ・情報公開・個人情報保護審査会条例 

完了 

H27.10 
～12 

個人番号の本人通知 
(全国市町村よ

り通知) 

H27.10 
～12 

番号利用開始に向けた業務システムの整備 
 ・市町村保有の個人番号データの取り込み 
 ・申請書の個人番号欄追加等帳票改訂 

実施中 

H27.11 
  ～12 

市町村の窓口対応方法および運用変更に係る周知・支援 準備中 

H27.11 
以降随時 

番号制度の周知広報 準備中 

H28.1 個人番号の運用開始  

 
 

資 料 ４ 

H27.10.30(金) 
第 2回医療懇談会 



訪問歯科健康診査事業の実施について 
 
１．目的 

通院による歯科保健医療サービスを受けることが困難な要介護者に対し

て、在宅において歯科健診や歯科保健指導等を行うことにより、口腔機能の

維持回復を促し、高齢者の健康維持を図る。 
 
２．対象者 

後期高齢者医療制度の被保険者で、通院による歯科保健サービスを受ける

ことが困難な、新潟市に住所を有する要介護３の認定を新規にうけた者 
 
３．内容 

居宅を歯科医師及び歯科衛生士等が訪問し、以下について行う。 

①歯科健診及び結果の通知 

②申込者、介護者等に対する口腔ケア指導、健康教育等 

③その他必要な相談及び援助 
 
４．健診費用 

無料 
 
 
５．実施方法 

新潟市歯科医師会へ委託 

資 料 ５ 

H27.10.30(金) 
第 2回医療懇談会 



 

新潟県後期高齢者医療懇談会設置運営要綱 

 

 

(設置） 

第１条 新潟県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、後期高齢者医

療制度の適切かつ円滑な運営に資するため、新潟県後期高齢者医療懇談会（以下「懇談

会」という。）を設置する。 

（懇談事項） 

第２条 懇談会の懇談事項は、広域連合長から求められた後期高齢者医療制度に係る次の

事項とする。 

(1) 保険料に関すること。 

(2) 医療給付に関すること。 

(3) 保健事業に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 懇談会は、次の各号に掲げる委員により、当該各号に定める人数をもって組織す

る。 

(1) 被保険者等を代表する委員 ３名以内 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３名以内 

(3) 学識経験者その他の有識者を代表する委員 ２名以内 

(4) 被用者保険等その他の医療保険者を代表する委員 ２名以内 

(5) 行政関係者 ２名以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた時の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は妨げない。 

（座長及び副座長） 

第５条 懇談会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する。 

３ 座長は懇談会を総括する。 

４ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があったときはその職務を代理する。  

（会議） 

第６条 懇談会は、座長が招集し、主宰する。 

２ 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 座長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができ

る。 

 

別 紙 1 

 H27.10.30(金) 
第２回医療懇談会 



 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様

とする。 

（事務局） 

第８条 事務局は、広域連合総務課に置く。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が

別に定める。 

附則 

この要綱は、平成19年８月１日から施行する。 
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